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「精神疾患・うつ病」増加に伴う

最近の動き

◆うつ病患者は 100 万人超

うつ病の代表的な症状は、「抑うつ気分がほ

とんど１日中、毎日続く」「物事への興味や喜

びが感じられなくなる」「不眠や睡眠過多がほ

とんど毎日ある」などとされていますが、このよう

なうつ病の患者は、ここ 10 年で２倍以上になり、

今や 100 万人を超えています。

そんな中、以下のような取組みが検討・実施

されています。

◆精神疾患を加えて「５大疾病」に

日本ではこれまで、がん、脳卒中、心臓病

（急性心筋梗塞）、糖尿病を「４大疾病」と位置

付け、重点的に対策に取り組んできましたが、

これに精神疾患（うつ病、統合失調症、認知

症など）を新たに加えて「５大疾病」とする方針

を厚生労働省が決めたそうです。

うつ病をはじめとする精神疾患は年々増加

しているため、国では、診療の中核を担う病院

の整備や訪問診療の充実など、精神疾患に

関する医療体制の強化を図っていく方針で

す。

◆東京都によるメンタルヘルス専門サイト

自治体においても様々な取組みが行われ

ています。例えば東京都では、今年５月に「職

場のメンタルヘルス」（http://www.kenkou-hat

araku.metro.tokyo.jp/mental/）というサイトを

開設しました。

このサイトには、働く人やその家族が疲労蓄

積度をチェックしたり、事業者が職場に潜むス

トレス要因をチェックしたりするために使えるチ

ェックリストが掲載されており、国や東京都など

が開設しているメンタルヘルスなどに関する相

談窓口を探すこともできます。

◆「新型うつ」増加への対応

うつ病の治療に関しては、抗うつ薬が使用さ

れるのが一般的ですが、プライベートでは元気

なのに職場ではうつ状態の「新型うつ」にはそ

のような薬は効かないそうです。

企業としては、従業員がうつ症状を訴えてき

た場合に、「従来型うつ」なのか「新型うつ」な

のかを見極め、対応していくことも重要となって

きます。

セクハラによる労災の認定基準が緩和へ

◆「心理的負担」を重く評価

職場でのセクハラにより発症したうつ病など

の精神障害の労災認定について、専門家で

つくる厚生労働省の分科会は、新たな認定基

準の案をまとめました。

直接的なセクハラについては被害者の心理

的負担が重く評価され、労災認定されやすく

なります。厚生労働省では、年内にも都道府

県の労働局に通知をする予定です。

◆労災の認定基準とは？

精神障害の労災認定は、その原因となった

職場の出来事を心理的負担が強い順に「３」
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～「１」の段階で評価したうえで、個々の事情も

勘案して判断しています。

現在、セクハラについては原則として中間の

｢２｣とされ、特別の事情があれば労働基準監

督署の判断で｢３｣に修正可能ですが、判断基

準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで、修

正例は少ないようです。

◆セクハラによる労災の新基準

新基準では、どのようなセクハラなら｢３｣や

｢１｣に修正されるかの例示を行っています。

「３」に修正される具体例として、「強姦や本

人の意思を抑圧してのわいせつ行為」、「胸な

ど身体への接触が継続した」、「接触は単発だ

が、会社に相談しても対応・改善されない」、

「言葉によるセクハラが人格を否定するような

内容を含み、かつ継続した」などの事例を挙げ、

該当すれば｢３｣と判定すべきとしました。

この他、長期的に繰り返されるセクハラ行為

が少なくないことから、対象疾病の評価期間を、

従来の「発症前６カ月」よりも前の部分も評価

する等の意見も盛り込まれています。

◆今後の影響

今後、基準が変われば心理的負担がより重

く見られ、労災が認定されやすくなると思われ

ます。会社としても、就業規則にセクハラ防止

規定を設けるなど、これまで以上の対策が求

められます。

新卒社員の保守的傾向と企業が求める

能力

◆今年の新入社員は保守的？

日本生産性本部の調査（2,154 人が回答）

によれば、今年の新入社員のうち、「自分が入

社した企業に定年まで勤めたい」と考えている

人は、全体の 34％（前年比９ポイント上昇）だ

そうです。この数字は、調査開始以降、最も高

くなったそうです。

また、産業能率大が行った調査（415 人）で

も、今年の新入社員のうち「終身雇用を望む」

と回答した人は全体の 74.5％で、これも過去

最高の数字となっています。

今年の新入社員には、非常に「保守的」「安

定志向」の傾向がみられます。

◆大変だった就職活動の影響？

また、上記の産業能率大が行った調査では、

「就職活動がかなり大変だった」と回答した人

（35.4％）も、これまでの調査で過去最高となっ

たそうです。

就職活動が大変だったからこそ、「せっかく

入社できた会社にずっといたい」と考えている

新入社員が多いように思われます。

◆企業が社員に求める能力は？

独立行政法人労働政策研究・研修機構の

調査において、企業に対して「人材の育成に

あたって今後求められる能力」についての質

問を行ったところ、以下の結果（複数回答）と

なりました。

（１）部下や後継者の指導をすることができる能

力（73.1％）

（２）組織や人を管理するマネジメント能力

（73.0％）

（３）既存の業務を見直し改善したり新たな発

想を生み出したりする能力（71.8％）

（４）組織の中でチームワークを生み出すコミュ

ニケーション能力（66.4％）

（５）事業運営方針の策定や企画を行う能力

（50.9％）

同機構では、企業が求める人材は、「協調

型」の社員より、「自主行動型」の社員であると

分析しています。

当事務所よりひと言

７月１日より原則として月に２回「助成

金情報メールマガジン」の配信を始めまし

た。ご覧頂いていますでしょうか？厚生労

働省系以外の助成金についても情報提供と

して配信しますので、ぜひご一読ください。

弊所は、中小企業経営者・後継者の身近な相談役です！

人事労務管理・就業規則・社会保険・年金でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


